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　日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金は借入金 （貸与奨学金）です。卒業後は
必ず返還する義務があります。 
　この奨学金制度は、先輩が返還した奨学金を後輩の奨学金として直ちに利用する仕組みと
なっています。
　奨学生ひとりひとりが、責任を持って返還することで、奨学金制度が成り立っていることを
忘れないでください。

　みなさんは、日本学生支援機構の貸与奨学生として採用されました。
　日本学生支援機構の貸与奨学金は、勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持っ
た学生等に貸与されるものです。
　みなさんは、その奨学金の貸与を受ける資格があると認められました。その誇りと自信を持っ
て、勉学に励み、それぞれの描いた未来や夢に向かって、その第一歩を踏み出してください。

　この冊子（ダイジェスト版）では、貸与奨学生として採用された後に必要な手続きや返還誓約
書の書き方等について特化して説明しています。
　より詳細な内容については、日本学生支援機構のホームページに掲載されている「2024年度
貸与奨学生のしおり」（全体版）を確認してください。

１. 奨学金制度について、十分に理解してください。

２. 貸与中の手続きは、学校の指示を守り、期間内に行ってください。

３. 奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。

貸与奨学生としての心構え

貸与奨学金制度

はじめに

注意事項

■提出期限を守る
　　学校が期限を定めて書類の提出や入力等の手続きを求めることがあります。
　　特に「返還誓約書（兼個人信用情報の取扱いに関する同意書） 」（以下、「返還誓約書」と
　いいます）は、必ず期限までに添付書類とともに提出してください。期限までに提出がな
　い場合は、貸与奨学生としての採用が取消になり、振り込まれた奨学金を全額返金しなく
　てはなりません。
■借り過ぎに注意
　　奨学生として採用された後、「返還誓約書」で借用金額等を確認してください。
　　また、家庭の経済状況や卒業後の返還額を十分に考慮し、適切な貸与月額に見直してく
　ださい。
■第一種奨学金と給付奨学金を併せて利用するとき
　　第一種奨学金と給付奨学金を併せて利用する場合は、第一種奨学金の貸与月額が自動的
　に調整（減額又は増額）され、これを併給調整といいます。調整後の貸与月額は「給付奨
　学金を併せて利用している時の第一種奨学金の貸与月額」で確認してください。

必　読

2024年度　貸与奨学生のしおり
日本学生支援機構

（ダイジェスト版）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/siori/index.html
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奨学生証（16ページ）

「あなたは日本学生支援機構の
奨学生です」という証明書

「日本学生支援機構から奨学金
を借り、卒業後は約束どおり返
還します」という契約書

返還誓約書（20～44ページ）

受け取る書類・提出する書類と時期

スカラネット・パーソナル（86ページ）

奨学金貸与・返還シミュレーション（88ページ）

　スカラネット・パーソナルでは、あなたの奨学金に関する情報
（奨学金の金額・借りる期間・振込口座等）を確認したり、様々な
手続きをしたりすることができます。
　「貸与額通知」（59ページ）の確認や「奨学金継続願」（61ページ）
の入力も、スカラネット・パーソナルから行います。

　借りる額などの条件を設定することで、毎月の返還額や返還回数
などをシミュレーションできるシステムです。登録などの手続きも
必要なく、条件を設定するだけで簡単にシミュレーションできます。

奨学生として
採用されたとき 「奨学生証」（16ページ） 「返還誓約書」と添付書類

（20～ 44ページ）

毎年1 回
（12月～２月頃）

借り終わるとき

「貸与額通知」（59ページ）
※スカラネット・パーソナルで確認

「奨学金継続願」（61ページ）
※スカラネット・パーソナルから入力

「貸与奨学金返還確認票」
（72ページ）

提出する書類実施時期 受け取る書類

－

https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/

https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/
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奨学金の受け取り方（46ページ）　

借りている間の変更

奨学金継続の手続き（毎年12月～２月頃）（61ページ）

あなたが返還する金額（74～78ページ）

返還できないとき 【救済制度】（79～81ページ）
■返還月額を減額して返還する（減額返還）
■返還期限を先送りにする（返還期限猶予）
■在学中の返還を一時停止して先送りにする（在学猶予）
※救済制度を利用した場合も、返還総額は変わりません。
　また、返還期間が長くなることにより返還総額（利子等）が増えることもありません。

　返還金は、奨学金を借り終わるときにあなたが指定した口座（振替用口座（リレー口座））
から、毎月引き落とされます。

【第一種奨学金の場合】 【第二種奨学金の場合】

保証料（天引き） 保証料（天引き）

機関保証 人的保証 機関保証 人的保証

利　子 利　子

あなたに
振り込まれた
金額

あなたに
振り込まれた
金額

あなたに
振り込まれた
金額

あなたに
振り込まれた
金額

借
用
総
額

借
用
総
額

返
還
総
額

返
還
総
額

＝

返還が難しいときは、救済制度の利用を検討してください！
※適用基準あり

「奨学金継続願」（あなたの１年間の収入・支出も報告）の届出をスカラネット・パーソナルか
ら入力　　　学校による成績などの審査　　　次の年度の奨学金を借りられるかが決定
※学業成績が不振などの場合は、次の年度の奨学金が受け取れなくなることがあります。（63～65ページ）

奨学金は、毎月 11日にあなた名義の普通預金（貯金）口座に振り込まれます。

17
19

込額で精算処理（相殺）ができる場合は本機構にて行います込額で精算処理（相殺）ができる場合は本機構にて行いますが、が、精算処理ができない場合（調整後精算処理ができない場合（調整後
の月額がの月額が０円の場合等）は諸規程の定めに基づ円の場合等）は諸規程の定めに基づき、き、貸与終了後に返還することになります。貸与終了後に返還することになります。
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（第一種奨学金の返還誓約書を例にしています。）
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（第二種奨学金の返還誓約書を例にしています。）
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収
入
の
状
態
・
状
況

証
明
書
類

発
行
所

給
与
所
得
又
は
給
与
所
得
以
外

所
得
証
明
書

市
区
町
村
の
役
場

給
与
所
得
（
給
料
・
賃
金
・
役
員
報
酬
等
）

源
泉
徴
収
票

勤
務
先

給
与
所
得
以
外
（
自
営
業
等
）

確
定
申
告
書
（
控
）〔
税
務
署
の
受
付
印
が
あ
る
も
の
〕

※
電
子
申
告
を
行
っ
た
場
合
は
、「
確
定
申
告
書
」
に
「
受
付
結
果
（
受
信
　

　
通
知
：「
メ
ー
ル
詳
細
画
面
」）
」
又
は
「
即
時
通
知
」
を
添
付

税
務
署

確
定
申
告
書
（
控
）
の
提
出
が
で
き
な
い
場
合

納
税
証
明
書
（
そ
の
２
）

税
務
署

年
金
（
恩
給
・
老
齢
年
金
・
遺
族
年
金
等
）

年
金
振
込
通
知
書
　
又
は
　
年
金
額
改
定
通
知
書

日
本
年
金
機
構
等

前
年
途
中
・
当
年
に
就
職
し
た
場
合

年
収
見
込
証
明
書

勤
務
先

生
活
保
護
受
給
者

保
護
決
定
（
変
更
）
通
知

福
祉
事
務
所

上
記
の
書
類
が
提
出
で
き
な
い
場
合

課
税
証
明
書

非
課
税
証
明
書

市
区
町
村
の
役
場

○
連
帯
保
証
人
の
収
入
に
関
す
る
証
明
書
（
提
出
時
に
お
い
て
最
新
の
一
年
間
の
収
入
が
分
か
る
証
明
書
類
、
コ
ピ
ー
可
）

保
証
の
種
類

添
付
書
類

機
関
保
証

１
．「
保
証
依
頼
書
（
兼
保
証
委
託
契
約
書
）・
保
証
料
支
払
依
頼
書
（
機
構
・
協
会
用
）」

　
　
⇒
記
入
方
法
に
つ
い
て
は
本
冊
子
の
『
保
証
依
頼
書
の
記
入
例
』（

9
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

※
添
付
が
必
要
な
人
の
み
市
区
町
村
で
発
行
さ
れ
た
奨
学
生
本
人
の
「
住
民
票
」（
コ
ピ
ー
不
可
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
の
な
い
も
の
）

人
的
保
証

１
．
連
帯
保
証
人
の
「
印
鑑
登
録
証
明
書
」
（
市
区
町
村
で
発
行
さ
れ
た
も
の
、
コ
ピ
ー
不
可
、
返
還
誓
約
書
に
印
字
さ
れ
た
誓
約
日
か
ら

　
　
３
か
月
前
以
降
に
発
行
さ
れ
た
も
の
（
例
：
誓
約
日
が
４
月
１
日
の
場
合
、
１
月
１
日
以
降
に
発
行
さ
れ
た
も
の
））

２
．
連
帯
保
証
人
の
「
収
入
に
関
す
る
証
明
書
」
（
１
年
間
の
収
入
が
分
か
る
も
の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
の
な
い
も
の
、
コ
ピ
ー
可
）

下
表
参
照

３
．
保
証
人
の
「
印
鑑
登
録
証
明
書
」
（
市
区
町
村
で
発
行
さ
れ
た
も
の
、
コ
ピ
ー
不
可
、
返
還
誓
約
書
に
印
字
さ
れ
た
誓
約
日
か
ら
３
か
月
前
以
降
に

　
　
発
行
さ
れ
た
も
の
（
例
：
誓
約
日
が
４
月
１
日
の
場
合
、
１
月
１
日
以
降
に
発
行
さ
れ
た
も
の
））

※
添
付
が
必
要
な
人
の
み
市
区
町
村
で
発
行
さ
れ
た
奨
学
生
本
人
（
あ
な
た
）
の
「
住
民
票
」
（
コ
ピ
ー
不
可
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
の
な
い
も
の
）

※
連
帯
保
証
人
・
保
証
人
に
４
親
等
以
内
の
親
族
で
な
い
人
を
選
ん
だ
場
合
や
保
証
人
に
６
５
歳
以
上
の
人
を
選
ん
だ
場
合
は
、
上
記
書
類
の
他
に

　
「
返
還
保
証
書
」
と
資
産
等
に
関
す
る
証
明
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

本
冊
子
の
『
返
還
保
証
書
（
様
式
13
）
の
記
入
例
』
（
10
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
あ
な
た
（
奨
学
生
本
人
）
が
未
成
年
の
場
合
の
連
帯
保
証
人
は
、
親
権
者
又
は
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
返
還
誓
約
書
に
添
付
が
必
要
な
書
類
（
併
用
貸
与
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
返
還
誓
約
書
に
書
類
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。）
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返
還
誓
約
書
に
印
字
さ
れ
た
日
付
時
点
で
あ
な
た
が
成
年
の
場
合
、
保
証
依
頼
書
（
兼
保
証
委
託
契
約
書
）・
保
証
料
支
払
依
頼
書
（
一
枚
目
）
に
は
、
あ
な
た
の
署
名
・
記
入
が
必
要
で
す
。

　
※
返
還
誓
約
書
に
印
字
さ
れ
て
い
る
日
付
時
点
で
あ
な
た
が
未
成
年
の
場
合
は
、
未
成
年
者
用
の
保
証
依
頼
書
を
使
用
の
う
え
、
あ
な
た
と
親
権
者
（
未
成
年
後
見
人
）
の
署
名
・
記
入
が
必
要
で
す
。

ま
た
は
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こ
の
様
式
は
、
連
帯
保
証
人
・
保
証
人
に
４
親
等
以
内
の
親
族
で
な
い
人
を
選
ん
だ
場
合
や
保
証
人
に
６
５
歳
以
上
の
人
を
選
ん
だ
場
合
に
、
貸
与
予
定
総
額
（
保
証

人
は
貸
与
予
定
総
額
の
2分
の
1）
の
返
還
を
確
実
に
保
証
で
き
る
資
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
「
資
産
等
に
関
す
る
証
明
書
類
」
を
添
付
し
て
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
必
要
な
資
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
基
準
に
つ
い
て
は
以
下
④
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
あ
な
た
（
奨
学
生
本
人
）
が
未
成
年
の
場
合
の
連
帯

保
証
人
は
、
親
権
者
又
は
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

※
こ
の
様
式
は
本
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
貸
与
奨
学
生
の
し
お
り
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
学
校
に
申
し
出
て
学
校
か
ら
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

令
和
X
X

4
1

昭
和
X
X

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
1

1
1

平
成
XX

祖
父

32
0

奨
学
　
太
郎

奨
学
　
五
郎

4
2
5

奨 学
五 郎
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  春

奨 学
一 郎

奨 学
一 郎

奨
学

子
奨 学

一 郎

※「
2
0
2
4
年
度
 貸
与
奨
学
生
の
し
お
り
」も
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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（
本
冊
子

11
ペ
ー
ジ
）


